
議案第３号 

 

 

専決処分事項の承認について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定によ

り、令和５年度嘉麻市一般会計補正予算（第９号）については、議決を経な

ければならないが、同法第１７９条第１項の規定に該当するものと認め、別

紙のとおり専決したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を

求める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

 

嘉麻市長  赤 間 幸 弘   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 物価高騰等に係る緊急支援対策を実施することに伴い、令和５年度嘉麻

市一般会計補正予算（第９号）を専決処分したので、提案するものである。 



専決第１６号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

令和５年度嘉麻市一般会計補正予算（第９号）について、別紙のとおり専決

処分する。 

 

 

  令和５年１２月２２日専決 

 

 

嘉麻市長  赤 間 幸 弘   
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